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◇蓮田南中学校危機管理・教職員事故防止のための基本方針

危機管理の必要 危機管理の目的
○危機に対する感性を磨いて、危機の兆候を 積

本校の危機管理は、学校教育活動は言うまでもな 極的に察知する。

く、学校生活全般にわたって発生する可能性を持 ○迅速かつ的確に対処することが可能な体制 を

つ、事件や事故への対応である。 整備する。また、研修や訓練をとおして 危機管

本校の危機管理のねらいは、生徒の命と人権を守 理に関する知識や資質の向上を図 る。

り、安全を確保することである。そのためには、 ○危機発生時、教職員は、生徒等の生命及び 身

平素から緊急事態を想定し、危機管理マニュアル 体の安全確保を最優先し、迅速かつ的確 な対応

を確認し合い、全教職員がチーム平野となり被害 をし、生徒等への影響をできる限り 少なくして

を未然に防ぐ。万一の場合、被害を最小限にとど いく。

めるようにすることである。

自然災害・人災 生徒指導・その他
○地震○火災○大雨、洪水、大雪○竜 未然防止 ○不登校○いじめ○自殺行為○病気○薬

巻○誘拐、失踪○授業中、部活中、大 対 応 物乱用○伝染病○けんか○服装等の乱れ

会等での事故○学校行事の事故○校外 評 価 ○凶器所持、窃盗万引き○喫煙○携帯電

学習中の事故○登下校中の事故○不審 再発防止 話関係の問題○差別○教職員の事故、不

者○テロ○食中毒 祥事○ゼキュリティ関係

［日常の行動］ ［本校の特徴］ ［マニュアル作成］
○生徒の健康状況の把握 単一小学校からの入学で、他の小学校との関わり ○最悪なケースを想定 内に

○生徒、保護者との信頼 がなく、外的刺激が少ない。また、つきあいが長 する

関係を構築する。 いため、言いたいことも我慢をしてしまい、新し ○必要な対応、手順を 明示

○健康、安全指導の徹底 い関係や流れをつくろうとすることは苦手である。 すること

○各種備品、設備の安全 さらに、お互いの悩みや不安を小学校時より抱え ○関係機関等の連絡先 を明

点検 ている生徒もおり、きめ細かな支援が必要である。 示すること

○講習、研修、訓練実施 ○関係機関等から助言 を得

ること

［対応の全体像］
①「本当にこれで大丈夫だろう 重大な危機が発生した場合、指揮系

か」という意識をもって教育活 事故発生 統を明確にし、情報収集や対応の決

動や事務に取り組み、疑問に思 現場対応 定等を迅速に行うために危機対策本

日 ったら即、管理職に報告する。 報 告 部を設置する。 緊

常 ②職場で困難な問題やトラブル 対策本部 ①対策本部には本部長：校長、副本 急

の が発生したら、決して一人で抱 情報収集・整理 部長：教頭及び本部員（関係職員、 時

ポ え込むことはせず、管理職また 対策検討 各学年主任等）をおく。 の

イ は話せる職員に相談し解決を図 情報提示 ②対策本部には、必要に応じて総括 対

ン る。 対策実施 班、広報班等を設置する。 応

ト ③日頃より「迷ったら報告」「取 継続的対応 ③現場があり、応急対策を迅速かつ

り急ぎ報告」「悪い報告ほど早く」 的確に実施するために必要な場合は、

を実践する。 現地対策本部を設置する。



◇危機管理・教職員事故防止のための心得

１ 公私問わずに、相談しあえる人間関係づくりと、風通しのよい職場づくり

２ 他で発生した事件、事故を共有し、自分ごととして捉える

３ よりよい職員相互の関係づくりのため、管理職として「まさか」ではなく、「もしか

したら」という視点に立ち危機管理の臨む

◇危機管理・教職員事故防止のための具体策

１ 埼玉県教育委員会教育長、蓮田市教育委員会教育長をはじめ、教職員へのメッセージ

等が発信されたならば、様々な場面で話題にあげ、啓蒙し注意喚起をする。

２ 校長室だより「わかぎ」、職員室ＮＥＷＳで「危機管理、事故防止」や校長の思い

や願いを教職員に伝えていく。

３ 教職員倫理確立委員会において、教頭より指示・伝達、情報の共有等を適時行う。

４ 校内研修のひとつとして、「服務に関する」研修内容を行う

５ 職員会議、朝の打ち合わせにおいて、たとえ短い時間であっても、校内での出来事等

の情報を共有し、共通理解を図る

６ 日頃より、それぞれの職員に声かけをし、職員の様子を把握し、場合によっては相談

にのる

７ 本危機管理マニュアルを実践し、見直し、点検していく

８ 定期的な安全点検と、日頃より全教職員による設備の故障箇所等へのチェックを実践

し、迅速な対応をする

９ 管理職自身による、「見て、触って」の施設設備点検の実施



◇震災時における学校の対応基準

１ 生徒在校時の災害対応基準

災害の程度 管理職 教職員 生徒の動き

原則として 学校災害対策本部の設 ・生徒への避難指示 ・指示を受け、安

置 ・震災の情報収集 全な場所へ避難

以上 ＊本部長は校長 ・交通機関運行状況 ・授業継続又は安

の揺れが、蓮田市で 副本部長は教頭 の確認 全確認後下校指

観測された場合 ・授業継続又は打ち切 ・安全確認 示

りの判断 ・被害調査 （保護者による

・平野小学校との連携 ・保護者への連絡 引き取り）

・関係機関へ状況報告 （メールにて）

災害の程度 管理職 教職員 生徒の動き

東海地震警戒宣言の ・すべての授業又は学校行事を直ちに打ち切 ・指示を受け、直

発令 る。 ちに帰宅する。

・警戒解除宣言が発令されるまでの間、休業

とする。

・地震が発生した場合は、上記の基準に準じ

て対応する。

２ 夜間、休日等の参集の基準

災害の程度 管理職 教職員 生徒の動き

勤務時間外において 学校災害対策本部の本 教職員は、家族の安 ・生徒の安否確認

部長及び副本部長は勤 全を確認した後、勤 ・施設の安全確認

以上 務校に参集する。 務校に参集する。 ・応急対策業務

の揺れが、蓮田市で

観測された場合

学校災害対策本部の本 教職員は、自宅で待 ・生徒の安否確認

勤務時間外において 部長及び副本部長は勤 機し、学校災害対策 ・施設の安全確認

務校に参集し、学校災 本部からの参集連絡 ・応急対策業務

以上 害対策本部を設置し、 があった場合は、家

の揺れが、蓮田市で 必要に応じ教職員に対 族の安全を確認した

観測された場合 し学校へ参集を連絡す 後、勤務校に算数す

る。 る。

災害の程度 管理職 教職員 生徒の動き

東海地震警戒宣言の ・警戒解除宣言が発令されるまでの間、学校 ・警戒解除宣言が

発令 は休業とする。 発令されるまで

・地震が発生した場合は、上記の基準に準じ の間、学校は休

て対応する。 業とする。



＊病弱者、身体に障害のある職員や、発生時に妊娠中又は出産後育児休業中に相当する教職

員等で、災害応急対策に従事することが困難な場合は除外する。

蓮田市より避難所として指定された場合、体育館を開放する（防災倉庫を含む）

３ 避難所としての学校

学校は、既存の建物を応急整備された避難所・避難場所として活用される。しかし、学校

は本来教育活動を行う場所であり、震災の発生後、避難所として使用されていたとしても教

育活動を再開しなければならない。そのため避難所としての活用を想定して、対応策を検討

しておく必要がある。

また、円滑な避難所運営が図れるよう、市町村防災担当課や避難所指定地域住民代表者等

を交えて協議しておく必要がある。

＜指定別の準備＞

防災拠点校 避難所指定 避難場所指定 その他

（避難所指定を含む） （市町村指定） （市町村指定） （指定なし）

災害による被害 災害による被害 災害からの被害 避難所等の指定

を受けた住民等 を受けた住民等 を避けるため、 を受けていない

施設の役割 が、避難生活を が、避難生活を 広い場所に一時 としても、災害

するための場所 するための場所 的に避難する場 発生時には住民

である。 である。 所である。 等が避難してく

災害時利用可 る可能性があ

風水害時、洪水 る。

時は不可

有（県配備） 有（市町村等）

備蓄品の有無 管理：各学校で 管理：市町村防 無 無

の管理 災担当課

の管理

①防災活動拠点 避難所として開 避難場所として 避難場所として

災害時の学校 施設として開放 放する。 開放する。 開放する可能性

開放形態 する。 （体育関等） 有り。

②避難所として

開放する。



◇災害用伝言ダイヤルの利用方法

＊大災害発生時、まずメールで情報を配信します

メール配信ができない場合

大災害発生時には、安否確認、問合せ等の電話が爆発的に増加し、電話回線が混雑する

ことで、学校と保護者の連絡が困難になることが予想されます。そこで保護者への対応と

して、ＮＴＴが設置する「１７１（災害用伝言ダイヤル）」を利用することで、安否情報

等の伝達の向上を図ることができます。

１ 利用の開始と地域

○災害により電話がかかりにくくなっている地域（都道府県を単位）をテレビ、ラジオ等

でＮＴＴが知らせます。

２ 利用方法

（１）伝言の再生（保護者が確認する方法）

「１」・「７」・「１」を押す → ガイダンスが流れる → 「２」を押す →

ガイダンスが流れる → 蓮田南中の電話番号（０４８－７６９－２０２１）を押す

→ 伝言が再生される

例

「通学路の安全確認ができたので、各自下校させました。」

「生徒のみの下校は危険と判断し、保護者等による引き取りをお願いします。」

（２）伝言の録音（蓮田南中から行う場合）

「１」・「７」・「１」を押す → ガイダンスが流れる → 「１」を押す →

ガイダンスが流れる → 蓮田南中の電話番号（０４８－７６９－２０２１）を押す

→ 伝言を３０秒以内で録音する。

（３）伝言の録音時間 １伝言あたり３０秒以内

（４）伝言の保存期間 録音時から４８時間

（５）伝言の蓄積数 １番号あたり １～１０件





◇校内事故の緊急基本対応（危険度が大の時）

生徒の生命第一！
［避難の時］

臨機応変に！！
＊授業中

↓ 移動・点呼＝授業教員

誘導・救援＝授業なし教員

危険な場合は躊躇なく ＊休み時間等

救急車
・発生事態や状況の把握 移動・点呼＝担任

出動要請 ←
・近くの生徒の安全確保 誘導・救援＝他の教員

付き添い ・協力要請や緊急通報 ＊行事

・応急処置 移動・誘導・点呼＝担任

付き添った教員は
↓

生徒に連絡依頼する場合も 救護＝他の教員

逐一状況の報告を ある ＊放課後・休日

する 部活動・休日部活動は顧問

・緊急事態発生の通報 他の生徒は自校教員で

・救援あるいは事故の記録

救急車 警察又は ＰＴＡ会長
出動要請 消防要請

保護者連絡
等連絡

場合によっては直行

・救援活動指令

・情報収集、整理

蓮田南小・中学
・外部対応

医療機関
校と民生児童委

・避難解除、教育

員との連絡協議
再開

＊場合によっては、校長、担任、顧問
会

・再発防止対策

学年主任等が直行

＜対策本部＞ 基本的には校長室

○本部長：校長 ○副本部長：教頭

○対策本部員：生徒指導主任 教務主任

その他校長が認めた者

＜養護教諭＞

・負傷者把握

・応急処置

＊場合によっては他の教員も

＜校長・教頭・教務主任＞

・事態の把握と判断

・対応、指示

・連絡報告

＊場合によっては担任、学年主任も

＜教職員＞

・防御、救護

・避難、誘導、移動

・避難場所での安全

確保

付
き
添
い
は
状
況
で
判
断



◇火災時の緊急対応
＊消防署通報

・「火事です」「蓮田南中学校です」「○○から出火して

います」「現在初期消化中（消火不可能）です」「負傷者

○名、逃げ遅れた生徒が○名います」「私は○○です」

消防署への事後報告等を検討する

初期消火の教員も

※場合によっては
消防車

避難する

消防車要請
出動要請

※不在の時はこの順で指示 進入路確保・誘導

緊急避難命令

例 「２階家庭科室から出火です。」

「火元を避けて、速やかに校庭（雨天時

は体育館）に避難してください。」

生徒・職員避難

移動 授業中は授業担当教員が指示。

休み時間は担任が直行する。

教育委員会連絡 各校連絡 誘導 授業のない教員が誘導。休み時

間は学年担任があたる。

救護 養護教諭を中心に保健担当の教

員または学年担任であたる。

避難場所（安全確認）
ＰＴＡ会長連

絡 ○人員点呼、負傷者確認→校長に報告

→担任は自分のクラスへ

○消防車到着後は消防署の指示に従う。

また生徒の動揺を抑え、対策本部の

指示を待つ。

○負傷者があるときは、基本マニュア

ルに則って行動する。

＊避難するときの注意

・姿勢を低くして、ぬれたタオルやハンカチを口と鼻に当て、煙を吸わないようにする。

・延焼を少しでも抑えるため、ドア及び窓は閉める。カギはかけない。いったん避難したら、再び中には戻らない。

＜発見者又は報知器で急行した教員＞

・発生の事態や状況の把握

・近くの生徒の安全確保

・大声で通報、火災報知器

＜近くの教職員・大人＞

・緊急事態発生の通報

＜校長、教頭、教務主任＞

・対応、指示

・自身も避難

・安全確認後連絡報告

＜対策本部設置＞

・救援活動指令

・情報収集、整理

・外部対応

・避難解除

教育再生

・再発防止対策

火
災
の
規
模
に
関
わ
ら
ず
報
告

非
常
持
出
品
の
確
保
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さ
な
い
・
駆
け
な
い
・
し
ゃ
べ
ら
な
い
・
戻
ら
な
い
・
煙
に
注
意



◇不審者侵入時の緊急対応
＊不審者かどうか

・声をかけて、用件をたずねる。（挨拶でもよい）

①湯王権が答えられるか。また正当なものか。

②職員に用事があるときは、氏名、所属等が答えられるか。

・不自然な場所に立ち入っていないか。

・凶器や不審な物を持っていないか。

・不自然な行動や暴力的な態度はみられないか。

＊退去を求める

来校の理由なし 来校の理由あり→ ・言葉や相手の態度に注意しながら、丁寧に

退去するよう説得する。身を守るために相

手から 1m～ 1.5m離れる。

・次のような場合は、不審者として 110 番通

退去しない 退去した 報をする。

①退去の説得に応じない。

②暴力的な行動をする。

・一旦退去しても、再び侵入する可能性があ

加えそう 加えない るので、校外に退去したことを見届ける。

又、対応した職員は、しばらくその場に残

退去しない って様子をみる。

○各教室等の避難準備 ＊不審者を隔離する

○教職員へ緊急連絡 ○平野小へ連絡 ・凶器を持っていな場合は、別室に案内し、

○暴力行為抑止と退去の説得 隔離する。

○ 110番通報

○個室に案内し隔離 ＊１１０番通報（落ち着いて不審者の位置や様子、被害の有

○教育委員会へ緊急連絡・ 無についてはっきりと知らせること（わかる範囲でよい）

支援要請 例 ▲「平野中学校の○○（場所）に男が侵入し暴れています。」

▲「男はナイフを所持しています。」
隔離不能・突然侵入

▲「職員５人が男を会議室に隔離し、その他職員は、現在

避難を行っております。」

▲「ナイフで切りつけられた者が○○名おります。」

○防御（暴力の抑止と被害拡大の防止）

○移動阻止 もしもの時は・・・落ち着いて対峙

○全校への周知、子供の掌握 ○不審者と生徒との間に入り、出口に近づける工夫

○避難指導 ○不審者が複数いるときは壁（出口）を背にする

○教職員の役割分担と連携 ○防御は、机、いす、箒、モップ、チョークの粉など

○周辺の家や子ども 110番の ・不審者と生徒の間に入り、生徒には離れないように指示 する。

家等との連携 ・状況により、生徒に逃げるよう指示するなど、生徒の安 全確

○警察による不審者の確保 保を最優先する。

複 ・不審者と生徒の間に入り、複数で生徒を安全な場所に移す。

負傷者がいる 数 ・状況により１人が他の教職員へ知らせる。

いる いない ＜避難指示＞

応 急 手 当 事 ［事件・事故対策本部］ ○放送設備または電話を使用す

・救急隊の到着まで応急手当 後 ・情報の整理と提供・保護者等への説明 る。放送設備を使用する場合、「ﾏ

・速やか 119番通報・被害者等へ 対 ・心のケア・教育再開準備・再発防止対策 ｽﾀｰｷｰを～」の文例を用いて不審

心のケア着手 応 実施・報告書の作成・災害共済給付請求 者を刺激しないように工夫する。

見
知
ら
ぬ
人
に
は

声
を
か
け
る
！

三
人
以
上
で
対
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・
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◇教職員の事故・不祥事対応
（１）交通事故

＜未然防止のポイント＞

①交通事故規制の遵守について意識の高揚を図る

②出勤、退勤等の時間的・気分的な「ゆとり」ある対応について常に心がける

③宴会等飲酒時、運転厳禁の徹底と交通手段の確保に配慮する

＜発生時の対応＞

①事故者は、速やかに事故の概要を、校長（教頭）に報告する。

事 故 者 校 長（教頭）

②事故発生状況を正確に把握する。 相手の氏名、年齢、職業、連絡先、けが等の状況

③各関係方面へ報告・連絡をし、必要な指示等を受ける。

教頭、または本校職員を現場に向かわせる。

報告
教育委員会

指示

校長 状況把握・連絡調整
警察・消防

教頭 状況把握・連絡調整
医療機関

連絡調整・謝罪
事故相手

④情報機関（マスコミ）等に対して、「窓口一本化」を図り、校長（教頭）が対応する。

＜事後の対策＞

（１）事故速報を作成し、教育委員会に送付する。

（２）事故の発生の状況、経緯を詳細に分析し、再発防止に努める。

（３）謝罪、補償等については、各関係方面と連絡を密にし、誠意を持ってあたる。

（４）事故者の精神的ケアに配慮する。

［ 報告 ］

［ 指示 ］



（２）体罰

＜未然防止のポイント＞

①教育公務員としての倫理の確立を図る。

②校内研修等を通じ、人権尊重と信頼関係の確立を構築し、法的責任（刑事上、行政上、民

事上）があることを認識する。

③カウンセリング・マインドの習得を図る。

④職員が指導に行き詰まり、孤立化することがないように支援するのと、決して一人で対応、

背負うことがないように、支援体制を整える。

⑤職員に対し、いつでも相談ができる雰囲気作りと、個別に指導助言ができるよう体制作り

にする。

＜対応の手順＞

体罰を加えた職員 速やかに校長に報告

生徒または受信者 （教頭、学年主任を経由する場合もある）

被害生徒 経緯および事実確認の

救済の指示 調査（校長を中心に）

・養護教諭に応急手当の指示 ①いつ、どこで、どのように（回数）

・教頭または学年主任に指示 ②傷害の有無、傷害の程度

＊保護者に連絡、了解を取り病院へ移送 ③体罰に至る経緯、理由

専門医師の診断、処置を受けさせる。 ④体罰を加えたのはどこに問題

⑤加害職員の体罰に対する考え

⑥これまでの指導との関連

保護者に報告・謝罪 全職員招集・職員会議 市教委に報告

①体罰発生に至る事実 ①体罰に至った経緯とその

関係と理由 原因について ＰＴＡ会長に報告

②学校が行った措置と ②日頃の指導に生徒への人格 報道機関対応

今後の学校の対応 を否定する、または人権侵害

③被害生徒の心身の はなかったか

回復への対応 ③体罰は、絶対許されないこと

④治療費等について を全職員で確認

④体罰のない教育のための校内

指導体制の改善、見直し

◎体罰に至った経緯とその原因については、保護者の求めに応じ、

保護者の言い分を十分に伺う。



（３）経理・会計

＜未然防止のポイント＞

①年度当初、学期末、学年末に会計担当者会議を開き、会計処理にあたり共通理解のもと、

統一した様式、注意事項を確認する。

※３点セット（納品書、請求書、領収書）の扱い

※現金の扱い、処理について

※集金したら、即支払い、振り込み等を済ませ、速やかに処理する

※学期ごとの会計報告の実施

各学年会計担当者 → 事務職員 → 教頭 → 校長

②通帳の保管については、校長室耐火書庫とし、保管については厳重を期す。

＜発生時の対応＞

①事故者は、速やかに事故の概要を、校長（教頭）に報告する。

事 故 者 校 長（教頭）

②事故発生状況を正確に把握する。 内容、時間、場所、経緯等の状況

③各関係方面へ報告・連絡をし、必要な指示等を受ける。

報告
教育委員会

校長

教頭 指示

状況伝達・連絡調整
警察・関連機関

（場合によって）

④情報機関（マスコミ）等に対して、「窓口一本化」を図り、校長（教頭）が対応する。

＜事後の対策＞

（１）事故速報を作成し、教育委員会に送付する。

（２）事故の発生の状況、経緯を詳細に分析し、再発防止に努める。

（３）謝罪、補償等については、各関係方面と連絡を密にし、誠意を持ってあたる。

（４）事故者の精神的ケアに配慮する。

［ 報告 ］

［ 指示 ］



（３）個人情報について

＜未然防止のポイント＞

①年度当初を皮切りに随時、生徒に関する個人情報を掲載した書類等の管理について、全教

職員と共通理解のもと、細心の注意をはらう環境づくりの徹底にあたる。

※保管場所と施錠について

※不要、誤記載の書類の処理について

②年度当初、生徒に各種通信、ＨＰに写真、氏名等の記載について、許諾を得る。

※各種通信等の発行の際に、十分に気をつける。

③持ち出し簿の使用について

校外行事等で、生徒名簿を校外に持ち出す、または採点でテスト類を家庭に持ち帰る等、

する際には、「持ち出し簿」に記載し押印、管理職の承認を得る。また返却した際にも、

押印と管理職への報告をする。

④電子情報の管理について

成績処理、要録等の情報は、電子情報のバックアップ作成と、万が一のために紙ベースで

の保存等も行わせる。またセキュリティーについても、厳しく臨み、校外へ誤って流れる

ことがないように、共通理解と研修を深める。

※パソコン本体、公人情報データの学校外への持ち出しは原則禁止である。

＜発生時の対応＞

①事故者は、速やかに事故の概要を、校長（教頭）に報告する。

事 故 者 校 長（教頭）

②事故発生状況を正確に把握する。 内容、時間、場所、経緯等の状況

③各関係方面へ報告・連絡をし、必要な指示等を受ける。

報告
教育委員会

校長

教頭 指示

状況伝達・連絡調整
警察・関連機関

（場合によって）

④情報機関（マスコミ）等に対して、「窓口一本化」を図り、校長（教頭）が対応する。

＜事後の対策＞

（１）事故速報を作成し、教育委員会に送付する。

（２）事故の発生の状況、経緯を詳細に分析し、再発防止に努める。

（３）謝罪、補償等については、各関係方面と連絡を密にし、誠意を持ってあたる。

（４）事故者の精神的ケアに配慮する。

［ 報告 ］

［ 指示 ］



◇教職員一人一人が自らの使命と誇りを原点に立ち返って意識することを目的として

作成されたキャッチフレーズ

○教職員の不祥事根絶に向けた効果的な研修を実施するため、研修の目的・目標・内容など

のアウトラインを整理するとともに、様々な研修に活用できる総合的なテキストとしてまと

めたものです。


